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2

「基山プライド」について
「基山プライド」としてだが、基山にはスイーツとか名物料理などいろいろなもので、町
外から訪れる人も含めて、行列ができるようなものが無いと感じている。
いわゆる「グルメ大会」みたいなものの開催を検討して、既存の店舗だけでなく、一般
の人も参加を開放して、町の助成で最優秀のもの（一般にも流布可能性の高いもの）
には賞金100万円を出して、町の名物品として売り出す（権利は町が独占する条件）よ
うなことで、町への来訪者を増やすような政策を出せないか。

　名物にするには事業化を図る必要があり、１回限りで100万円のためだけ
に考えられたものに町の税金を使うことは難しいと考えます。ただ、「事業者
支援」として、町内外の人に基山のスイーツやグルメを知ってもらう取組は重
要です。これまでも、エミュー肉を使った「EMU-1グランプリ」、「キクイモ料理
コンテスト」を実施してきました。
　今後は、ふ・れ・あ・いフェスタでコーナーを設置するなど、町内で頑張って
いる人を町民の皆で応援するような取組ができればと考えています。
　また、町内のスイーツ店を対象とした「基山スイーツ祭り」のようなイベント
を開催するなど、スイーツを盛り上げていきたいと考えています。
　なお、今年度には「基山逸品物語（リーフレット）」の発行を予定しており、町
内の各店が自慢できる「とっておきの逸品」情報を紹介する予定です。

1

防犯カメラのセキュリティ対策について
最近防犯カメラのライブ映像が海外サイトで無断公開されているとの報道で、セキュリ
ティの問題が発生している。
けやき台を含め、基山町内にも多くの防犯カメラが設置されていると認識するが、何か
対策を講じる意思はあるか。

　基山町には現在140～150台の防犯カメラを設置しています。本町の防犯カ
メラの運用については「基山町防犯カメラの設置並びに管理及び運用に関
する要綱」に沿って行っています。
　録画データについてはインターネットを経由せずに、防犯カメラ下の鍵付き
ボックス内にあるHDDに保存する方法になっているため、報道のようなこと
は起こりません。また、HDD内に保存された録画データも、３０日経過後に随
時上書き録画され、３０日以上さかのぼって見れないようになっています。
　基山町の防犯カメラは、抑止力を一番重要視しており、事件や事故が起
こった際に警察に映像を提供し原因の追及を行うなど、今のところ問題なく、
むしろ効果が確認されています。なお、県をまたぐと管轄の県警が変わり不
安なところがあるので、県境への設置を今議論しているところです。
　防犯カメラは小学校と保育園、図書館でのみリアルタイムで見ることができ
るような仕組みになっていますが、不審者が侵入してきたときの対応のため
であり、その他の防犯カメラはすべてあとからチェックするためのものになっ
ているので、プライバシーの侵害にはならないものと考えています。
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3
以前行われていたヒルクライムのイベントは、とても魅力的だった。基山（きざん）で開
催するヒルクライムの復活の可能性はないか。

　商工観光課が担当課となりますが、現在多くの業務で手いっぱいの状況で
す。可能性がないとは言えませんが、復活させるとなると、ほかのイベントの
開催を検討する必要があります。
　ただし、町外の方にも基山町のファンになってもらうためには、基山（きざ
ん）を有効に活用して様々なことに取り組まなければならないと考えていま
す。基山（きざん）を舞台にしたイベントを開催するなど、３月議会に向けて次
年度の事業を考えていきたいと思います。

4

JP(郵便局）の不祥事で「軽バン使用禁止」などによる郵便配達への悪影響について
JP不祥事で軽バン使用禁止とか、基山の郵便配達にも何か悪影響は出ているか。こ
れから年賀状の季節を迎えるが、正月遅配とか心配しなくても良いのか、住民のため
に郵便局に町から働きかけて、基山住民への郵便局としての広報を促すことはできる
か。

　先日の団体長連絡会議で、郵便局長より、１台は該当したがそれ以外は問
題ない旨の報告があり、郵便配達への影響はないとのことです。
　また、年賀状については、例年どおり、なるべく12/25（木）までに投函すれ
ば、元日の配達になるとのことです。正月の配達は、次のとおりです。
　例年、1/1は配達日、1/2は配達休止日ですが、令和８年は、1/4が日曜日
で配達休止日のため、1/3（土）を配達休止にすると３日連続の配達休止日
となるため、1/3（土）は配達日になるとのことです。
　令和８年１月１日（木）　配達日
　　　　　　 １月２日（金）　配達休止日
　　　　　　 １月３日（土）　配達日
　　　　　　 １月４日（日）　配達休止日
　※参考
　　令和７年１月１日（水）　配達
　　　　　　 　１月２日（木）　配達休止日
　　　　　　 　１月３日（金）　配達日
　　　　　　　 １月４日（土）　配達日
　　　　　　　 １月５日（日）　配達休止日
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5

フェンスの外側緑地帯の除草・草刈について
町による美化活動で、町内道路、公園、緑地帯等の雑草刈り、樹木剪定を業者に発注
して毎年実施しているが、その費用もけっこう掛かっているのではないか。
ほとんど一般の人及びペット連れ散歩者が立ち入る可能性が無い道路の急斜面と
か、フェンスで立ち入れない緑地帯とかの雑草は、現状ではいかにも雑草らしく刈って
も刈ってもしぶとく毎年生い茂るの繰り返しで、無駄な金遣いとも感じる。
例えば毒性の無いまたは低い薬剤の散布で、根元から退治して、美化費用の軽減と
か検討できないか。
特に、けやき台ではこういう場所のつた（かずら）の密生が顕著で、こういう植生が傾
斜地の土砂崩れ防止に役立っているとの判断があれば、毎年刈るしかないと思うが、
町役場の見解を示していただきたい。

　近年、目立つ雑草の最たるものは、クズであると認識しています。クズを駆
除するためには、除草剤で根まで確実に枯らすか、一旦クズをきれいに抜い
た後に防草シートで覆うことが有効とされていますが、基山町では植栽管理
に除草剤は使用していません。
　けやき台フェンス外側の緑地について、定期的に除草作業を行っています
が、クズの繁殖スピードに追いついていない現状です。毒性が低く、クズの
根部まで的確に枯らすクズコロンなどの薬剤もあるようですので、環境への
影響等を考慮し、町内の造園業者の意見も踏まえて慎重に取り組みたいと
考えています。

【後日追記】
　現在、総合体育館東側緑地帯において、除草剤クズコロンなどを使用した
クズの駆除に取り組んでいます。今後、クズの繁殖具合やツツジなど他の植
物への影響の有無、土壌の変化など、経過を見極めていきたいと考えてい
ます。

6

コミュニティバスダイヤ改正・ルート変更について
10月1日よりダイヤ改正・ルート変更が実施されたが、住民への周知徹底を前広に
行って頂きたい。10月1日号広報で知った方が多く、かつバス停も変更となり戸惑って
いた。
また、けやき台4丁目から役場に行くのには所用時間が45分かかる。もっと短縮、利便
性を上げて頂きたい。

　コミュニティバスのダイヤ改正については、バス車内での新しい時刻表の
事前配布や町HPで周知し、ルート変更等でバス停を移動する際は事前にバ
ス停へチラシ等の張り付けをするなどし、周知に努めていますが、周知不足
があった点についてはお詫び申し上げます。バス路線の延伸・変更等がある
場合は、大まかな変更点などを事前に町HP等で周知するようにします。ま
た、けやき台には独自のSNS（アプリ）もあるとのことなので、そこでの周知方
法についても協議させていただければと思います。
　けやき台から役場に向かうルートは、けやき台線から高島線を経て中心部
巡回線を巡回するため、所要時間がかかりすぎるというご意見をいただいて
います。早ければ令和８年１０月、遅くても令和９年４月に予約型乗合タク
シーの本格導入や、乗降が多いバス停の循環運行の検討など、予約型乗合
タクシーを１つの柱として、町の交通体系を全体的に見直す予定ですので、
その際にはご意見を反映させ、利便性の向上に努めたいと考えています。
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7

空家対策について
少子高齢化・核家族化などの社会造像変化で空家が増加しているが、空き家対策に
ついて個人・民間任せでなく、町としても相談窓口を設置・マニュアルを作成配布する
など空き家対策を積極的に推進して頂きたい。

　基山町では毎年約２００件の空家が登録され、そのうち約１５０件は自分で
管理するとのことで、行政や民間の介入を不要としている状況です。残りの
約５０件は民間のシステムに登録されており、民間に登録されている場合、
役場の空家のマッチングシステムには登録しないというルールがあったた
め、見直すよう指示しています。
　現在、空家に関する相談窓口を定住促進課に設置していますので、ぜひご
活用ください。また、空家の雑草や木が自宅に影響を及ぼしている場合は、
空家の管理人へ連絡しますので、定住促進課にご連絡ください。
　町内に空家専門の不動産事業者もいらっしゃいますので、民間事業者と連
携し、相談窓口の充実や空家情報の発信強化を図りたいと思います。

9 相撲部屋はどこに来ているのか。
瀧光徳寺です。10月15日～11月30日まで木瀬部屋の方が来られていまし
た。

8

基山（きざん）山頂の公園、ジョギングロード整備の経緯について知りたい。
また、通天洞を時計回りに回って裏の登山道を降りるところが急なので、なだらかな階
段にしてほしい。

　教育委員会の基肄城保存整備委員会で議論し決定したものと理解してお
ります。現在、整備途中で、通天洞や水門から上る散策路はサイン設置も含
め、今後整備する予定です。
　登山道については、もう一度登って確認してみます。多くの方に来てもらう
ためにも、きちんと整備していきたいと思います。

【後日追記】
　当該地は特別史跡基肄城跡内にあり、基肄城跡保存整備委員会において
整備内容を決めるとともに文化財保護法に基づく現状変更申請を行い整備
工事を行っています。
　特別史跡地内では、掘削や階段設置に伴う杭打ちなど史跡を毀損する行
為は極力避けなければならないため、現況の地形を生かしつつ遊歩道整備
を行っています。
　現地に階段をつくることは、史跡を切り土する必要があり、史跡保護の観
点から難しいと考えます。
　国の特別史跡であることへのご理解をお願いします。
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10 税収は増えているとのことだが、割合はどうなっているか。

　税金だけで収入を賄えるわけではなく、全体の３割は国からの交付金で補
われている状況ということを前提として、基山町の土地の価値が上がってい
ることにより、固定資産税の割合が大きくなっています。また、法人住民税の
割合も大きくなっており、住民税は定額減税により令和６年度については下
がっている状況です。

11
けやき台には２８組合あるが、高齢化により組合長や体育委員のなり手が少なくなっ
ている。組合を統合して役員が回ってくる頻度を減らしたい。

　組合を減らすことは問題ありません。統合を進める上での進め方や他地域
の成功例を、担当課長から示すよう伝えておきます。

【後日追記】
　区長より総務課に行政組合変更届を提出していただくことで行政組合の統
合ができますので、区長と行政組合長で協議していただくようお願いします。
平成30年に２区で組合を統合している事例がありますので、内容につきまし
ては直接区長へご説明します。

12
ごみ集積所のカラス・ねこ対策ネットを組合や自治会負担で購入している。町から補助
を検討できないか。

　ごみの出し方は地区によってさまざまで、公平性からみても非常に難しい
問題であると思います。現在各家庭のごみ出しの状況調査までは完了して
いるので、その分析をしなくてはならないと考えています。
　今後自宅の前に出す家庭も増えてくるかと思うので、対応策や方針を決め
るよう担当課に指示しています。第一段階として整理を始めたところであり、
ゴミ問題については、今後どうしたらよくなるか検討する必要があり、高齢化
とともに一番の課題と認識しています。
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13 イノシシ（ジビエ）の近況について知りたい。

　豚熱のイノシシが発見されたため、ジビエ解体処理場は一旦休止していま
す。令和８年に向けて稼働準備をしていますので、それまでは冷凍保存した
分で対応できると思います。養豚場と異なり、ジビエに使用するイノシシは山
中にいて全て殺処分できないため、令和８年４月に向けて、全頭検査を行っ
たあとに市場に流すのかどうか、議論されているところです。もし、全頭検査
に時間や多額の費用がかかるとなれば、イノシシのジビエを諦めることにな
るかもしれませんが、県とも協議をしながら進めたいと思います。エミューに
ついても感染対策を一番に気を遣っているところです。
　なお、ジビエを諦めても猟友会によるイノシシの捕獲は、引き続き行ってい
ただきますので、イノシシが増えて荒らされる心配は薄まっていくと思いま
す。

14 きやま合宿所の稼働率を知りたい。

　令和６年は約3,300人、令和７年は約2,500人で非常に高い稼働率であると
認識しています。宮崎県や鹿児島県などいろいろなところから子どもたちが
来ていますので、合宿所の利用を通じて、将来その子どもたちが大きくなっ
て自分の家を持つときに、基山町のことを思い出してくれるようなサブリミナ
ル効果を期待しています。

※分野は、全般・くらし・福祉・産業・まちづくり・教育・その他のいずれかを選んでください。
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